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貴大阪ターミナルビル株式会社は、報道によれば、独立行政法人・情報通信研究

機構がこの４月から計画している「大規模複合施設におけるＩＣＴ技術の利用実証

実験」に協力し、実験場所を提供する、としています。

独立行政法人・情報通信研究機構は、報道によれば、ＪＲ大阪駅を中心にした駅

ビル「大阪ステーションシティ」において、約 台の高性能カメラのネットワーク90
を使って、この施設を通行・利用する膨大な数の市民一人ひとりを無差別に撮影す

る実験を今年４月から実施するとしています。その上で、この実験においては、撮

影した市民の顔画像と歩き方の特徴をデータ化してＩＤ（個人識別番号）をつけ、

市民一人ひとりを自動的に追跡することを計画しているとしています。私たちは、

このような実験は 「誰が・いま・どこを・どのように移動しているか」をリアルタ、

イムで追跡することができる顔認証システムの導入実験であると考えます。

京都府学連事件・最高裁判決（ 年）は 「何人も、その承諾なしにみだりに1969 、

その容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する」ことを明示していますので、今回

の実験は、この最高裁判決に真っ向から反するものです。特に、撮影した画像のデ

ータにもとづいて市民一人ひとりを追跡し行動を把握する行為は、憲法 条で保障13
（ ） 、されているプライバシーの権利 自己情報コントロール権 への重大な侵害となり

断じて許されません。

私たちは、国土交通省と財団法人･運輸政策研究機構が行った東京の地下鉄霞ヶ関

駅での顔認証システム実験（ 年 月）を始めとして、公共空間における顔認証2006 5
システムの導入に強く反対してきました。しかし、現在警視庁をはじめ５都県警が

可搬型の顔認証装置を秘密裏に運用していることが、報道によって明らかになりま

した（ 月 日 。今回実験が計画されている顔認証・歩行認証システムは、実験2 27 ）

にとどまることなく、実験後、公共空間に導入・運用される現実性をもったもので

あると考えます。私たちは、貴社が、情報通信研究機構の顔認証システム実験計画

への協力をただちに中止するよう求めます。


